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機密性１

（参考）令和８年度都道府県単位保険料率の令和７年度からの変化について
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機密性１

【参考】ｅ‐ｇｏｖ パブリックコメント

「健康保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するご意見の募集について」より引用

健康保険法施行規則の一部を改正する省令案について（概要）

厚生労働省保険局保険課

ー１， 改正の趣旨ｌ
○

　

全国健康保険協会（以下「協会」という。）の都道府県単位保険料率については、健康

　

保険法（大正１１年法律第７０号。以下「健保法」という。）第１６０条第３項の規定に基づ

　

き、支部被保険者を単位として、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるもの

　

となるよう、政令で定めるところにより算定するものとされている。

○

　

また、健康保険法施行令（大正ｌｓ年勤令第２４３号。以下「健保令」という。）第４５条

　

の２において都道府県単位保険料率の算定方法が規定されているところ、算定に用いる額

　

を勘案する際に必要となる一部事項については、健康保険法施行規則（大正十五年内務省

　

令第３６号。 以下「健保則」という。）第１３５条の７に黍任されている。

０

　

このため、都道府県単位保険料率は、健保則に基づいて各支部の医療費の状況や賞金の

　

伸び等様々な要素を勘案した上で、健保令に基づいて決定されるものであるところ、各支

　

部における財政と保険料率を安定させることができるようにする必要があるため、保険料

　

が年度ごとに増減する見込みである場合等には、協会が厚生労働大臣の承認を得た上で、

　

準備金の積立ての予定額等について鴎整することができるよう所要の改正を行う。

ー２． 改正の概要ｌ

○

　

協会は、一の事薬年度の３月から用いる都道府県単位保険料率について、当骸一の事業

年度の前事藁年度の３月から当駁一の事薬年度の２月まで用いる都道府県単位保険料率

が、前事業年度における都適府県単位保険料率と比して上昇し又は低下するため、その影

響を複数年度にわたり圃整する必要があると認め、厚生労働大臣の承認を得た場合にミ華

鏡金の積立ての予定瀬等について調整することができる旨の規定を健保則に設ける。

１３．根拠条項ｌ
○

　

健保令簸４５条の２

匹．施行期日等ｌ
０

　

公 布

　

日：令和７年２月下旬 （予定）

○

　

施行期日：公布日



機密性１

令和８年度

　

都道府県単位保険料率について

標記について、 健康保険法 （大正１１年法律第７０号） 第１６０条第１項の規定に基づき、

都道府県単位保険料率の変更がある都道府県について、 以下のとおり決定する。

１．都道府県単位保険料率（平均保険料率９．９％）
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兵

　

庫

　

県 １０． １２％ １０， ２２％
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県 １ ０． ５５％ １０， ６５％

長

　

崎

　

県 １０． ０６％ １０． １６％

熊

　

本

　

県 １０． ０８％ １０， １８％

大

　

分

　

県 １０． ０８％ １０． １８％

宮

　

崎
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県
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都道府県単位
保険料率

　

【参考】
平均保険料率
１０％の場合

北

　

海

　

道 １ ０， ２８％ １０， ３８％

青

　

森

　

県 ９． ８６％

※９． ８５％

９． ９６％

岩

　

手

　

県 ９． ５１％ ９． ６１％

宮

　

城

　

県 ｌ ｏ・ １０％ １０， ２０％

秋

　

田

　

県 １ ０． ０２％

※ｌ ｏ・ ０１％

１０， １２％

山

　

形

　

県 ９． ７９％

※９． ７５％

９， ８９％

福

　

島

　

県 ９． ５０％ ９， ６０％

茨

　

城

　

県 ９． ５２％ ９． ６２％

栃

　

木

　

県 ９． ８３％

※９． ８２％

９， ９３％

群

　

馬

　

県 ９． ６８％ ９． ７８％

埼

　

玉

　

県 ９． ６７％ ９， ７７％

千

　

葉

　

県 ９． ７３％ ９． ８３％

東

　

京

　

都 ９． ８５％ ９， ９５％

神奈川 県 ９． ９６％

※９． ９２％

１０． ０６％

新

　

潟

　

県 ９， ２１％ ９， ３１％

富

　

山

　

県 ９． ５９％ ９． ６９％

石

　

川

　

県 ９． ７０％ ９， ８０％

福

　

井

　

県 ９． ７１％ ９， ８１％

山

　

梨

　

県 ９， ５５％ ９， ６５％

長

　

野

　

県 ９． ６３％ ９． ７３％

岐

　

阜

　

県 ９． ８０％ ９． ９０％

静

　

岡

　

県 ９． ６１％ ９． ７１％

注「都道府県単位保険料率」 欄の下段（※） が特例措置 （保険料が年度ごとに増減する場合等に、

その増減を複数年度で一定程度平準化できるような措置） により前年度から据置きとなる保険料率

２． 適用時期

　

令和８年３月分（任意継続被保険者にあっては、同年４月分）の保険料額から適用

コ
Ｊ



令和８年度保険料率改定等に係る広報の対応について

　　　　　　　　　　　　

← …．，，．．－－．………←，＝＝……………－………………………””……＝…“，、
１． 広 報の目的

　　　　　　　　

，

…

　

○

　

令和８年度都道府県単位保険料率と保険料率設定の仕組みを周知し、加入者・事業主の取組で保険料率が下がる仕組１

　　

みであることを理解いただく。

；○

　

また、協会ではインセンティブ制度により加入者・事業主の行動変容を促しているが、 制度の認知度が低い、制度が

　

÷
複雑という課題を有していることからインセンティブ制度についても改めて周知する。

ｉ

　

２‐ 本部における対応

Ｏ Ｗｅｂによる広報

特設ページを開設し、Ｗｅｂ広告を配信するとともに、 けんぼアプリを通じて特設ページを案内する。
：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．，
…

　

○ 納入告知書による周知

　　

保険料額表及び子ども・子育て支援金に関するリーフレット（こども家庭庁作成）を２月発送分の納入告知書に同封

　

｝

　　

し、事業所へ送付する。
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』３－ 支部における対応

　　　　

Ｊ

Ｏ

　

関係団体（商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、日本年金機構等）を通じた広報

関係団体が発行する会報誌への掲載や窓口へのポスターの掲示等を通じて、自支部の都道府県単位保険料率の周知や
特設ページの案内を行う。
○

　

納入告知書・ＬＩＮＥ公式アカウント・メールマガジンによる周知

．

　

・

　　

．

　

．

　

３月発送分の納入告知書やＬＩＮＥ公式アカウント、メールマガジンを通じて、自支部の都道府県単位保険料率の周知や

　

特設ページの案内を行う。

○

　

新聞広告

北日本新聞、譲費新聞への広告により、自支部の都道府県単位保険料率の周知や特設ページの案内を行う。

令和８年度保険料率、インセンティブ結果広報に係るスケジュール

３月

Ｗｅｂ広報
舗険料率
インセンティブ

納入告知書同封チラシ送付 鰍料率インセンティブ ２／２０送付 ３／２ｏ送付〉

　　

／

健康保険委員季刊誌送付 鰍料率インセンティブ 獅送り

関係団体を通じた広報
（リーフレット、 ポスター、
会報誌）

融解 ｉ
３月関係団体訪問
会報誌等への掲載

ＬＩＮＥ公式アカウント・メー
ルマガジン

餓科率
インセンティブ

　　　　

三１メルマガ２／２５・ＬＩＮＥ公式アカウント２／２６＞

新聞広告 織科率
インセンティブ

　　　　　　　　　　　　

’ ３凝り
生活習慣病予防健診案内
リーフレット

インセンティブ ３／１８送付〉

Ｗｅｂ広報

：本部実施 ［＝＞：支部実施



納入告知書同封チラシによるインセンティブ広報
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９．６５％

　

ｉー サーせ１．６０％一１．５９％
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令ｉ０５年度結果
畠山支部全国第９位
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〈１山支ぎの令ｆ］７年度篭，ｌｉ壕料率への１ヒ１〉
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企画総務グループ

　

ＴＥＬ：０７６．４３１‐６１５５ 音声ガイダンスあまで
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実施率
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対象者の減少率

　

要治療書の

　　　　
ジヱネリツク医薬品
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